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　ゴミの減量化、リサイクルを進める
「分別収集」や、高齢者や障害者を訪問
する「ふれあい収集」が広がっていま
す。清掃職員が提案し、住民とともに要
望して実現したものです。地域の路地裏
まで知り尽くしている清掃職員は、災害
時にも住民を支援します。

　給食調理員は、学校や保育所で食育を
担っています。地域の生産者や小売業者
とも連携して、地元産の食材を使ったお
いしい給食を作ります。災害時には炊き
出しで被災者を支援します。豊かで安全
な給食は、経験と知識、専門性を持った
調理員でこそ作れます。
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　ゴミの収集、子どもたちへの給食
の提供、学校や通学路の安全確保な
ど、自治体に働く現業職員は住民の
身近なところで、安全・安心を守るた
めに働いています。災害時には、清掃
職員は災害廃棄物の撤去、給食調理
員は炊き出し、用務員は避難所での
生活支援など、仕事の専門性をいか
して住民の生活を支えています。
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　用務員は、学校などの施設を安全に管理す
るために日々技術を磨いています。高木の剪
定や校舎のメンテナンスなど危険な作業も迅
速に行い、教育職員として子どもたちの相談
にも応じています。施設のすべてに精通し、
災害時には率先して避難者を支援します。
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2014 年 8 月、広島市の土砂災害で、
被災者に給食を提供する調理員

高い所での作業や校舎のメンテナンスもしています

高齢者や障害者への訪問収集もしています
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総務大臣　様

　住民の安全・安心を守るために、自治体の公務公共サービスの拡充が必要です。現業職員は、憲法を住民のくらしに
いかす自治体職員として、清掃、給食調理、学校用務など、住民や子どもたちの安全・安心を守る役割を担っていま
す。災害が起こった時には、仕事の専門性を発揮して、避難所での生活支援、被災者への給食の提供、災害廃棄物の処
理なども行っています。
　しかし今、現業職場は、住民の安全よりもコスト削減を優先した民間委託がねらわれています。そのため現業職員の
欠員が補充されず、補充されても欠員の一部は低賃金で働く非正規職員に置き換えられています。国も、コスト削減を
地方自治体に押しつけるために、地方交付税を安上がりの民間委託の経費で算定しています。民間委託された職場で
は、調理員の人員が確保できずに給食が中止になるなど、公務公共サービスが提供できなくなる事態もうまれていま
す。委託された職場で働く労働者の多くは有期雇用であるため、専門性が蓄積・継承できず、法律違反の「偽装請負」
まで横行しています。
　また、現業職員は危険が伴う環境で働いており、各地で労働災害も起こっています。安全に働ける環境でなければ、
公務公共サービスを担うことはできません。
　私たちは住民の安全・安心を守るために、公務公共サービスの拡充と自治体の現業職場の体制整備を図るよう、下記
の通り要請します。

１. 住民の安全・安心を守る現業職員の欠員を補充し、正規職員の採用で体制の整備を図れるように、財源を保障
すること。

２. 災害時に、現業職員が専門性を発揮して、初動から迅速に被災者を救援できる体制を確立するように自治体に
助言をすること。

３. 現業職場を直営で充実するように自治体に助言をすること。地方交付税は、安上がりの民間委託ではなく直営
で算定すること。

４. 臨時・非常勤職員を正規職員化すること。少なくとも直ちに均等待遇を実現すること。委託先で働く労働者に
生活できる賃金を保障する公契約法の制定を働きかけること。

５. 自治体での労使協議を尊重し、技能労務職賃金水準の「見直し」を押しつけないこと。
６. 現業職員の労働安全衛生対策を強化すること。
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要請趣旨

住民の安全・安心を守るため
公務公共サービスの拡充と

現業職場の体制整備を求める要請書

記
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